
 

 

資料 １ 

 

諮問第１号 

 

平成２６年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定） 

補正予算（第２号）について 

 

 

 

平成２７年２月５日提出 

 

富士見市長  星 野 信 吾 

 

 

 

 

諮問理由 

平成２６年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算に補正が 

必要となったため諮問するものです。 

                           



● 平成２６年度〔２７年３月議会〕　国民健康保険特別会計（事業勘定）補正第２号　予算説明資料 資料 1

〔 歳　入 〕 単位：千円

2 国庫支出金 1 国庫負担金 1 療養給付費等負担金 1 現年度分 1,798,069 59,380 1,857,449

2 国庫支出金 1 国庫負担金 2
高額医療費共同事業
負担金

1
高額医療費共同事
業負担金

64,377 △ 6,515 57,862

5 県支出金 1 県負担金 1
高額医療費共同事業
負担金

1
高額医療費共同事
業負担金

64,377 △ 6,515 57,862

5 県支出金 2 県補助金 1
都道府県財政調整交
付金

1
都道府県特別調整
交付金

200,845 △ 64,906 135,939

6 共同事業交付金 1 共同事業交付金 1
高額医療費共同事業
交付金

1
高額医療費共同事
業交付金

244,140 △ 11,287 232,853

6 共同事業交付金 1 共同事業交付金 2
保険財政共同安定化
事業交付金

1
保険財政共同安定
化事業交付金

1,058,199 73,209 1,131,408

8 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金 1
保険基盤安定繰入
金

226,517 △ 3,801 222,716

8 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金 2 一般会計繰入金 860,396 218,763 1,079,159

8 繰入金 1 他会計繰入金 1 一般会計繰入金 3
出産育児一時金繰
入金

39,200 1,400 40,600

11,417,903 259,728 11,677,631

〔 歳　出 〕 単位：千円

2 保険給付費 1 療養諸費 1
一般被保険者療養給
付費

19
負担金、補助及び
交付金

6,040,391 201,560 6,241,951

2 保険給付費 2 高額療養費 1
一般被保険者高額療
養費

19
負担金、補助及び
交付金

739,511 32,362 771,873

2 保険給付費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金 19
負担金、補助及び
交付金

58,800 2,100 60,900

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1
高額医療費共同事業
医療費拠出金

19
負担金、補助及び
交付金

257,509 △ 26,057 231,452

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 3
保険財政共同安定化
事業拠出金

19
負担金、補助及び
交付金

1,238,493 △ 53,518 1,184,975

11 諸支出金 1
償還金及び還付加
算金

1 償還金 23
償還金、利子及び
割引料

7,376 103,281 110,657

11,417,903 259,728 11,677,631

保険給付費の増額に伴い、国庫負担金の増額が見込まれるため補正する
もの

計

額の確定により補正するもの

説　　明
款

補正額 補正後予算現額
項 目 節

予　算　科　目
予算現額

額の確定により補正するもの

額の確定により補正するもの

額の確定により補正するもの

説　　明
款 項 目 節

予　算　科　目
予算現額 補正額 補正後予算現額

当初予算では一人当たり給付額を2,117円/月で作成したが、決算では年
間被保険者数は減少するものの、一人当たり給付額が約2,219円/月(現
金給付分319.59円、現物給付分が1,899.50円)と見込まれるため不足金
を補正するもの

計

平成25年度療養給付費等負担金の精算に伴う返還金(103,242,706円)及
びH25年度国民健康保険財政調整交付金の返還金(38,000円)を補正する
もの

額の確定により補正するもの

当初予算では年間出産件数を140件で作成したが、12月末までに112件の
請求があり不足が見込まれるため、5件分210万円を補正するもの

額の確定により補正するもの

当初予算では一人当たり給付額を17,290円/月で作成したが、決算では
年間被保険者数は減少するものの一人当たり給付額が17,981円/月と見
込まれるため不足金を補正するもの

当初予算では共同事業の赤字補てんを見込んでいたが、黒字となったた
め、補てん分を減額補正するもの

額の確定により補正するもの

保険給付費の増額及び償還金の支出に伴い補正するもの

出産育児一時金の増額に伴い法定繰入分(3分の2)を補正するもの
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